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2-(2) 「こどもファースト」の取り組みについて      

～本年 6月から使用済み紙おむつの回収事業 及び       

病児・病後児保育の送迎サービスを開始～      

 

１．使用済み紙おむつの回収事業                

・公立保育所における児童の使用済み紙おむつについて、本市ではこれまで 

 保護者に持ち帰りをお願いしている状況にあったが、６月１日（土）から 

 各保育所による使用済み紙おむつの一括回収業務を開始。 

 

 

 

 

これにより各児童の保護者は使用済み紙おむつの持ち帰りが不要となり、

保護者の負担軽減や衛生面の更なる向上に繋がる 

 

（現在） 

 

（6月 1日以降） 

 

※保護者持ち帰り 

児童ごとに使用済み紙おむつを分けて保管

し、お迎え時に保護者に渡す 

※保育所にて回収 

使用済み紙おむつをまとめてごみ箱に保

管。業者が毎日回収 

子育て支援として『こどもファースト』の取り組みの一環 
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